
◆基本的な考え方

１．車に依存するまちから、歩いて暮らせるまちを目指し
ます。

２．身近で利用しやすい交通手段の確保を進めます。

３．鉄道の延伸またはＤＭＶ（線路と道路の双方を走行で
きる車両）の導入を検討します。

§３.まちづくり構想

３.交通体系の整備方針

－２３－



◆整備の方針

１．歩いて暮らせるまちへ
車中心のまちから、歩いて暮らせるまちを目指しま
す。また、日常生活のために自らが移動する計画と
して、サイクル＆ライドを進めます。このため、幹
線道路の歩道の更新による拡幅とバリアフリー化、
既存道路の車道幅員の見直しを進めます。

２．身近な交通手段（コミュ二ティ・バス）
高齢者などに、移動手段を提供する計画として、利
用しやすい身近な公共交通機関の導入を進めます。
また、市民や事業者の参画により、鉄道駅、病院、
市役所などの主要拠点や集落を結ぶルートを検討し
ます。

§３.まちづくり構想

－２４－

３.交通体系の整備方針



◆整備の方針

３．鉄道延伸またはＤＭＶ
コミュニティ・バスの利用状況や東部市街地の動向
を見極めながら伊予鉄道の延伸について検討します。
また、バスと鉄道の乗り換えなしの移動（バリアフ
リー）として、ＤＭＶについても検討します。

§３.まちづくり構想

－２５－

３.交通体系の整備方針



ＮＰＯ地域における生涯学習プログラムを考える会作成の
『コミュニティループバスに関する提案』から抜粋

アンケート回収数 ４２３

１．あなたの移動手段は？（複数回答、総回答数５９１）

バス
5%

タクシー
3%

その他

無記入

電車
13%

自動車
46%

徒歩
9%

自転車･バイク
23%(134)

(56)

(276)

(28)

(15) (77)

回答者の７０％
が、自動車など
による自前の交
通手段。
公共交通機関の
利用は２１％。

§３.まちづくり構想

参 考

－２６－

３.交通体系の整備方針



２．バスを利用したい時間帯（複数回答、回答数８４７）

20

49

167

160

248

203

0 50 100 150 200 250 300

無記入

20～22時

16～20時

14～16時

10～14時

6～10時
バスを利用したい

時間帯は朝６時か

ら２０時までであ

る。夜８時以降の

運行を望む声は少

ない。

§３.まちづくり構想

－２７－

３.交通体系の整備方針 参 考



３．バス料金について（回答数４２３）

バス料金は１００円

から２００円までの

均一料金を希望して

いる。

バス料金 回答者数
均一料金 321
距離制 87
その他 6
無記入 9
総計 423

回答者数 合計
100円 80円 1

ま 100円 98
で 50円または100円 1

150 100円～150円 13
円 100円または150円 1
ま 150円 53
で 大人150円 子供80円 1

200 100円～200円 10
円 100円または200円 1
ま 150円～200円 4
で 200円 41

300円 200円～300円 2
ま 250円～300円 1
で 300円 8

500円 100円～500円 1
ま 300円～500円 1
で 500円 2

82 82
321 321

4

　　無　記　入
総　　　計

100

68

56

11

希　望　料　金

希望するバス料金 均一料金と答えた人の内訳

224

§３.まちづくり構想

－２８－

参 考３.交通体系の整備方針



４．希望するバス停（複数回答、回答数２，２４３）

愛大附属病院などの病院や

フジグランなどの商業施設、

また、市役所などの公共施

設へのアクセスを希望して

いる。

2

147

131

257

146

61

100

34

145

66

80

184

87

219

163

227

194

0 50 100 150 200 250 300

無記入

その他

セブンスター

フジグラン

鉄道駅

花卉センター

郵便局

川内体育センター

ツインドーム

中学校

川内公民館

中央公民館

川内支所

市役所

愛媛病院

愛大附属病院

がんセンター

§３.まちづくり構想

－２９－

３.交通体系の整備方針 参 考



◆基本的な考え方

１．東西主要幹線道路と南北幹線道路によりラダー（はし
ご）状の骨格道路網をつくります。

２．幹線道路等の歩道の拡幅、バリアフリー化、緑化、美
装化等を進め、安心、快適に移動できる歩行空間ネッ
トワークをつくります。

３．身近な生活道路網の整備を進め、都市基盤の整った市
街地づくりを促進します。

§３.まちづくり構想

４.道路網の整備方針

－３０－



◆整備の方針

１．広域幹線道路（東西道路軸）
国道１１号、主要地方道伊予川内線、県道森松重信
線、県道松山川内線を広域幹線道路と位置づけ、現
在の路線を活用し、その機能を高めるとともに、道
路及び沿道の環境・景観の向上を図ります。

２．地域幹線道路軸
東西広域幹線軸を南北に結び、市街地の円滑な連絡
と日常的な生活交通を分担するとともに、歩いて暮
らせるまちづくりのため、歩行者・自転車空間ネッ
トワークづくりを支える軸として、既存道路を活用
しながら整備を進めます。

４.道路網の整備方針

§３.まちづくり構想

－３１－



◆整備の方針

３．区画道路・生活道路
身近な生活道路などの整備が不十分な市街地におい
て地区計画などにより道路の整備を図ります。

４．地域の資源・環境を生かした特徴ある道路
①広域サイクリング道路

・愛媛県が計画している重信川自転車道について、
歩行者・自転車空間ネットワークの広域幹線軸と
位置づけ、積極的な整備と利用展開を図ります。

②金比羅街道ふるさと道路
・川内地区の金比羅街道や「さくらの湯」周辺の景

観整備などによる「こんぴら街道・湯だまりのみ
ち｣の検討を行い、地域活性化への展開を図ります。

４.道路網の整備方針

§３.まちづくり構想

－３２－



◆基本的な考え方

１．歩いて行ける公園の整備を進めます。

２．公園・緑地の質の向上を進めます。

§３.まちづくり構想

５.公園・緑地の整備方針

－３３－



§３.まちづくり構想

◆整備の方針

１．歩いて行ける身近な公園
歩いて行ける身近なところに、公園の整備を進めま
す。計画の策定から市民の参画を求め、市民が主体
となったアイデア公園を目指します。また、災害時
の一時避難地としての利用を考慮し、防災物資の備
蓄や循環型トイレなどの設置を進めます。

２．公園・緑地の質の向上
施設の老朽化が進んでいる公園・緑地については、
周辺の景観なども重視し、市民が楽しめる公園とし
てリフレッシュを進めます。

５.公園・緑地の整備方針

－３４－



◆基本的な考え方

１．豊かな自然環境を保全し、快適な生活環境を確保する
ため、下水道事業を計画的に進めます。

２．健全な下水道の経営を考え、早期に整備すべき区域を
明らかにし、段階的な整備を進めます。

３．処理施設の適正な維持管理に努めます。

４．循環型まちづくりの一環として下水道整備に努めます。

§３.まちづくり構想

６.下水道の整備方針

－３５－



§３.まちづくり構想

◆整備の方針

１．汚水管渠の整備
下水道の整備効果が高い地域を優先的に整備し、面
的整備事業が構想されている地域は、同時期に施工
することを検討します。（認可面積 ４２２ha）

２．浄化センターの整備
汚水管渠の整備にともない、増加する流入汚水量に
応じて、計画的に増設を行います。
また、既に整備の完了している浄化センターを含め、
適切な施設の維持管理に努めます。

６.下水道の整備方針

－３６－



◆整備の方針

３．下水道の新たなやくわり
良好な水循環の維持・回復、リサイクル社会構築へ
の貢献、情報化社会への対応など、今後とも検討し、
循環型まちづくりを進めます。

６.下水道の整備方針

§３.まちづくり構想

－３７－



§３.まちづくり構想

６.下水道の整備方針

－３８－

Ｎ



◆基本的な考え方

１．重信川水系の改修を進め、治水及び災害防除に努めま
す。

２．市内主要河川において、多自然型川づくりによる河川
環境の整備・保全に努めます。

§３.まちづくり構想

７.河川の整備方針

－３９－



◆整備の方針

１．重信川水系を治水面での主要河川と位置づけ、改修を
進め治水及び災害防除に努めます。

２．重信川を中心とする主要河川を、良好な都市景観など
の重要な役割を果たす自然環境と位置づけ、多自然型
川づくりによる河川環境の整備・保全に努めます。

３．これらの河川については、低水路空間は自然を楽しむ
親水区間として、高水敷空間は自転車道など自然、景
観、レクリエーションなどのための空間としての活用
を図ります。

７.河川の整備方針

§３.まちづくり構想

－４０－



◆基本的な考え方

１．利便性が高く住みやすい住宅都市として、上水道、ご
み処理施設、社会福祉施設などについて、既存施設の
有効活用や設備・機能の充実・強化に努めます。

２．市街地の拡大、人口の増加に適切に対応して、施設の
整備・充実を図るとともに、充実した医療・福祉機能
を活用したまちづくりに努めます。

§３.まちづくり構想

８.その他の施設の整備方針

－４１－



◆整備の方針

１．上水道については、人口の増加に対応した安定性・安
全性の高い施設の増強・整備を進め、給水サービスの
質的向上を図ります。

２．ごみ処理施設については、増大するごみに対処し、分
別収集方式の充実や循環型社会の実現にむけた地域社
会環境の形成に努めます。

３．高齢社会などへの対応を図るため、愛大附属病院など
の大規模・高機能医療施設と連携した地域健康・医療
システムの構築を検討します。また、総合保健福祉セ
ンターの整備を進め、市民の健康づくり、福祉サービ
スの向上を図ります。

８.その他の施設の整備方針

§３.まちづくり構想

－４２－



◆基本的な考え方

１．市民・事業者との相互の連携と協働により、景観行政
を進めます。

２．地域の特性を活かした良好な景観形成を進めます。

３．環境に配慮した人や地球にやさしい景観形成を進めま
す。

§３.まちづくり構想

９.都市景観の整備方針

－４３－



§３.まちづくり構想

◆整備の方針

１．市民・事業者との相互の連携と協働による景観行政
『東温市景観計画』を策定します。また、市民・事
業者の参画によるきめ細やかなルールや景観づくり
のために、協定や条例を制定します。

２．地域の特性を活かした良好な景観形成
①歴史的・伝統的まちなみの再生

・川上地区の『こんぴら街道』において、まちなみの
景観を再生し、『川上神社』などとリンクさせた、
新たな交流拠点として景観整備を進めます。

・にぎわいが衰退しつつある『横河原商店街』におい
て、コミュニティ・バスや鉄道との連携を強化させ
た商店街の景観整備を進めます。

９.都市景観の整備方針

－４４－



◆整備の方針

２．地域の特性を活かした良好な景観形成
②新市街地における都市景観の創出

・面整備が行われる地区において、高質な都市空間
の形成により、環境に配慮した『やさしさ』と
『おちつき』のある景観整備を進めます。

３．環境に配慮した人や地球にやさしい景観形成
①農地・田園の景観の創出

・休耕農地などにおいて、油糧作物などの栽培を推
進し、農地利用を担保とした地球にやさしい景観
形成を進めます。

９.都市景観の整備方針

§３.まちづくり構想

－４５－



◆整備の方針

３．環境に配慮した人や地球にやさしい景観形成
②水辺の自然景観の保全

・河川や泉などの機能更新において、自然環境に配
慮した保全や改修を進め、多種多様な自然の生態
系が宿る景観の保全に努めます。

９.都市景観の整備方針

§３.まちづくり構想

－４６－



◆基本的な考え方

１．高齢者や障害者などにやさしい住宅や、環境と共生す
る住宅など、良好な住宅・宅地の供給と建設の促進に
努めます。

２．市街地の拡大、人口の増加に適切に対応して、質の高
いやすらぎとうるおいのある快適な住環境づくりと定
住の促進を目指します。

§３.まちづくり構想

１０.住宅・宅地供給の方針

－４７－



◆整備の方針

１．既成市街地周辺の市街化が進行しつつある区域では、
道路などの生活基盤整備による良好な住宅・宅地供給
を誘導します。

２．高齢者や障害者などに配慮した良質な住宅の確保を図
るため、市営住宅の建替えを進め、土地の高度利用や
小規模団地の集約化などにより、土地の有効利用と効
率化を図ります。

３．市街化区域内農地などの未利用地が残されている地区
などについて、地区計画や土地区画整理事業などによ
り、良好な住宅市街地の供給や市街地整序の推進を図
ります。

§３.まちづくり構想

１０.住宅・宅地供給の方針

－４８－



◆基本的な考え方

１．災害に強い都市づくりに向けた、安全・安心のまちづ
くりを進めるため、都市防災機能の強化を図ります。

２．市民の協力のもとに、社会的弱者の安全を妨げる身近
な環境、公共施設などの点検を行い、必要な改善を進
めます。

§３.まちづくり構想

１１.安全・安心のまちづくりの方針

－４９－



◆整備の方針

１．市街地の防災空間の確保、ライフラインの安全性の向
上など、都市防災機能の強化を図るとともに、事故等
の危険性のある空間・施設の安全対策に努めます。

２．防災関連施設の整っていない市街地について、建築活
動を適切に誘導し、老朽住宅の建替えの促進、生活道
路の拡幅整備、公共空地の確保などを図ります。

３．自主防災組織などの体制づくりや、公共空間のバリア
フリー化を進めるとともに、死角の少ないまちづくり
など、安全性・防犯性の高い地域環境づくりに努めま
す。

§３.まちづくり構想

１１.安全・安心のまちづくりの方針

－５０－



◆基本的な考え方

１．「いつでも、どこへでも、一人で行けるまち」づくり
を目指し、高齢者や障害者を含めた全ての人が自由に
移動できるまちづくりを進めます。

２．このため、「動きやすいまち」「わかりやすいまち」
「気持ちよく疲れないまち」づくりのための環境整備
を進めます。

３．省エネルギー・省資源のまちづくりを目指し、資源・
ごみのリサイクル、自然エネルギーの活用など循環型
社会に対応した環境整備を進めます。

§３.まちづくり構想

１２.人と環境にやさしいまちづくりの方針

－５１－



◆整備の方針

１．道路・公園、公共公益施設などの公共空間について、
バリアフリー化を進め、高齢者や障害者などの移動制
約者に配慮したまちづくり、施設づくりを進めます。

２．高齢社会でも「動きやすいまち」とするために、地域
公共交通機関の導入や快適で安心できる休息空間の配
置など、全ての人にやさしいまちづくり、住み続けら
れるまちづくりを進めます。

３．東温市地域新エネルギービジョンをふまえて、省エネ
ルギー・省資源のまちづくりを進めます。

１２.人と環境にやさしいまちづくりの方針

§３.まちづくり構想

－５２－



◆基本的な考え方

１．まちづくりの過程における参画・協働・協創の場とシ
ステムの提供・整備により、市民・企業と行政のパー
トナーシップによる「みんなでつくるまちづくり」の
実現化に努めます。

§３.まちづくり構想

１３.みんなでつくるまちづくりの方針

－５３－



◆整備の方針

１．まちづくりに関する情報公開、パブリックコメントの
募集などの市民意見の収集やワークショップなどの市
民参画・協働の機会を積極的に創出し、相互の信頼関
係の構築に努めます。

２．従来の地域組織を尊重しながら、人材の育成や公民館
などを活用した活動拠点の提供により、地域における
市民まちづくりの人材・体制の育成・支援を検討しま
す。

１３.みんなでつくるまちづくりの方針

§３.まちづくり構想

－５４－



－５５－

§３.まちづくり構想

Ｎ１４.まちづくり構想総括図



－５６－

Ｎ

§３.まちづくり構想

１４.まちづくり構想総括図


